
令和７年１１月１８日 
保健福祉局長寿社会対策課 

 

令和７年度からの新たな終活支援事業について 

 

 

 

１ 事業概要 

  人生１００年時代を迎えようとする中、持続可能な高齢化社会の構築を図るため、

誰もが自分らしく安心して終活の取り組みを行えるよう、民間の力を最大限に活用 

しながら、終活を推進する仕組みづくりを行う。 

 

２ 開始時期  令和７年１１月５日（水） ※北九州市終活あんしんセンター開設 

 

３ 場  所  ウェルとばた３階 

 

４ 実施主体 

  北九州市社会福祉協議会 

  ※北九州市は、市社協に対して補助金を交付 

 

５ 取組内容 

（１）常設相談窓口の開設《拡充》 

現行 新 

月４回（１３～１６時） 
月～金曜日（１０～１６時） 

※祝祭日、年末年始除く 

 

（２）終活の周知・啓発の強化《拡充》 

現行 新 

エンディングノートの作成・配布 
エンディングノートの作成・配布に

加え、地域への出前講演などを実施 

 

※（３）～（５）については、順次開始予定 

 

（３）終活事業者の紹介《新規》 

国のガイドライン遵守等を条件に事業者を登録し、利用者の希望に応じて 

登録された事業者を紹介  

 

（４）死後事務支援（葬儀・納骨、家財処分、相続、各種届出等）の実施《新規》 

     利用者の不安や希望を聞き取り、最適なプランを提案して支援を実施 

 

（５）身寄りのない方や資力のない方への支援《新規》 

     ・低額な月額保険料による死後事務支援 

      ・終活から権利擁護、見守りまでの一体的支援を実施 
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６ スケジュール 

11 月 5日 ・「北九州市終活あんしんセンター」オープン 

R8年 1～ 3月 ・終活啓発イベントの開催 

 

 

 

〈高齢者のライフステージに応じた終活支援の取組イメージ〉 
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